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審査情報提供事例について 

 

  審査支払機関における診療（調剤）報酬に関する審査は、国民健康保険

法及び各法、療担規則及び薬担規則並びに療担基準、診療（調剤）報酬点数

表並びに関係諸通知等を踏まえ各審査委員会の医学的見解に基づいて行わ

れています。 

  他方、高度多様化する診療内容について的確、かつ、迅速な審査を求め

られており、各審査委員会から自らの審査の参考とするため、他の審査委員

会の審査状況について知りたいとの要望のある事例について、平成１７年度

より全国調査を実施し、各審査委員会及び国保連合会間で情報の共有をして

まいりました。 

  今般、審査の公平・公正性に対する関係方面からの信頼を確保するため、

審査上の一般的な取扱いについて、「審査情報提供事例」として広く関係者

に情報提供することといたしました。 

  今後、全国国保診療報酬審査委員会会長連絡協議会等で協議を重ね提供

事例を逐次拡充させることとしております。 

  なお、療担規則等に照らして、それぞれの診療行為の必要性、妥当性な

どに係る医学的判断に基づいた審査が行われることを前提としていますの

で、本提供事例に示されている方向性がすべての個別事例に係る審査におい

て、画一的あるいは一律的に適用されるものでないことにご留意願います。 

 

 平成２３年３月 
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２６６ アミカシン硫酸塩②（血液１９） 

＜平成 24 年 3 月 16 日＞ 

 

○ 標榜薬効（薬効コード） 

  主としてグラム陰性菌に作用するもの（６１２） 

 

○ 成分名 

  アミカシン硫酸塩【注射薬】 

 

○ 主な製品名 

 アミカシン硫酸塩注射液、他後発品あり 

 

○ 承認されている効能・効果 

＜適応菌種＞ 

アミカシンに感性の大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロ

バクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデ

ンシア属、緑膿菌 

＜適応症＞ 

敗血症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病

変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎 

 

○ 承認されている用法・用量 

［点滴静脈内投与の場合］ 

通常、成人 1 回アミカシン硫酸塩として 100～200 ㎎（力価）を、1 日 2 回点

滴静脈内投与する。 

小児はアミカシン硫酸塩として 1 日 4～8 ㎎（力価）/㎏とし、1 日 2 回点滴

静脈内投与する。また、新生児（未熟児を含む）は、1 回アミカシン硫酸塩と

して 6 ㎎（力価）/㎏を、1 日 2 回点滴静脈内投与する。 

なお、年齢、体重及び症状により適宜増減する。 

点滴静脈内投与の場合には、通常 100～500mL の補液中に 100～200 ㎎（力価）

の割合で溶解し、30 分～1 時間かけて投与すること。 

 

○ 薬理作用 

蛋白合成阻害作用 

 

○ 使用例 

 原則として、「アミカシン硫酸塩【注射薬】」を「現行の適応症」に対し「1

回で 1 日量を静脈内に投与」した場合、当該使用事例を審査上認める。 
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○ 使用例において審査上認める根拠 

薬理作用に基づいており、妥当と推定される。 
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